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自己紹介ー子どもの権利への取り組み 

弁護士になって(1986～） 
● 8人会　広島市児相所長の岡田隆介さん、河野美代子さん、研究者、マ

スコミ関係者とケアリーバーへの支援（マニュアル本、運転免許証取得
支援など）(1986年？～1995？）

● 登校拒否(不登校)の子ども達（1991～1995?)との出会い、劇団がんこ
寿司

● 子どもの権利条約の講演活動（1994の権利条約批准をきっかけに、行
政関係者や教員に、～？）

● CAPの創世期に関与（1995年、森田さんのＣＡＰスペシャリスト養成講
座を広島で開催、CAP広島準備会の立ち上げ）



自己紹介(続き) 

● 子どもの権利条約のミュージカル(1996～2004)
● 児童虐待防止研究会を立ち上げ、先進事例を学ぶ研究大会を開催

（1999～1992)
● 子ども虐待ホットライン広島の立ち上げに関与（2001)
● 広島市に子どもの権利条例を（2005ころ～2010）
● 社会福祉と子どもの権利を考える会(2006～）
● 子どもの権利条約フォーラム（2011)
● 食べて語ろう会（非行からの立ち直り支援）(2011～）
● 子どもアドボカシー・堀さんとの出会い(2011～）
● 広島市要保護児童対策地域協議会会長（2014年度～2018年度）
● 子どもアドボカシーセンター広島(2019～）

 



１　子どもの権利(人権） 



子どもの権利条約

1989年　国連総会で決議

1994年　日本、条約に加盟（批准）　１５８番目　

＜4条＞ 

締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべ

ての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。(以下、

略) 

日本は条約に加盟したものの、国内法の整備が遅れ、なかなか子ど

もの権利実現のための措置は実行されなかった。 



国連子どもの権利委員会による審査

加盟国は、原則5年ごとに、子どもの権利条約が定める締約国の義

務(子どもの権利の保障)を遵守しているかについて、国連子どもの

権利委員会の審査を受ける。（子どもの権利条約43条・44条）

日本はこれまで4回の審査を受けたが、そのたびに子どもの権利条

約の実施が不十分であると指摘を受けた。

直近の審査（2019年3月）においても「子どもの権利に関する包括的

な法律を採択し、かつ国内法を条約の原則および規定と完全に調和

させるための措置をとるよう、強く勧告」された。



2021.12.21　

閣議決定　 

● こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（基本方針のポイント)

2022.6.15 

子ども施策の基本を定める３つの法律が成立。

● こども家庭庁設置法　PDF
● こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する

法律　PDF
● こども基本法　PDF

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku/pdf/kihon_housin.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000897583.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/s0802080382080.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/s0802080392080.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/s0902080252080.pdf


こども家庭庁設置法

（目的） 
第１条 この法律は、こども家庭庁の設置並びに任務及びこれを達成するため

必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務

を能率的に遂行するた め必要な組織を定めることを目的とする。 

（設置）

第２条　 内閣府設置法第４９条第３項の規定に基づいて、内閣府の外局として、

こども家庭庁を設置する。

２　こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする。



(続く）

　（任務）

第３条　こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者（以下「こども」という。）

が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に

向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及

び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考

慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健

の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育

てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを

任務とする。

（第2項以下　略）





こども基本法
2023年4月1日施行　

国と地方公共団体の子ども施策は、日本国憲法及び児童の
権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもがその権
利の擁護が図られ・・るよう、推進する（第１条、同法第４条、第
５条）

2条　この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にあ

る者をいう。 
２　この法律において「こども施策」とは、・・こどもに関する施

策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。



（続き）

子ども施策の基本理念

・差別の禁止（こども基本法３条１号←子どもの権利
条約　2条）
・生命、生存及び発達に対する権利（３条２号←条約
6条）
・子どもの意見表明権とその尊重（３条３号と同４号
←条約　12条）
・子どもの最善の利益（３条４号←条約　3条）



子どもの権利の具体的内容

こども基本法には子どもの権利の具体的記載はないが、
同法１条の「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神に
のっとり」と規定することによって、

子どもの権利とは

憲法と子どもの権利条約に書かれた権利（基本的人権）であること
を明らかにしている。

以下、憲法と子どもの権利条約に書かれた子どもの権利を検討す
る。



憲法に書かれた子どもの権利（人権）とは

国民の基本的人権（第3章）

● 個人として尊重される（13条）

● 幸福追求の権利（13条）

● 平等権（14条）

● 健康で文化的な・・生活をする権利（25条）　など

　憲法の「国民」には子どもも含まれる。

　なお、憲法には児童福祉に特化した規定はない。



子どもの権利条約

子どもの権利条約の構成

● １条から４１条では、子どもの権利（人権）と締約国がなすべき措置(施策)
が具体的に書かれ、

● ４２条～４４条では国連子どもの権利委員会の定めがおかれ、

● ４５条では、締約国の権利条約を広報する義務が定められている。

子どもの権利条約を読む
● こどもの権利条約の英文はこちら。

● 定者吉人の訳はこちら。

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://koad-hiroshima.net/wp-content/uploads/2022/07/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%83%BB%E5%AE%9A%E8%80%8520191105-2.pdf


こども基本法（続き）

（この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知） 

１５条　国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容につ

いて、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるも

のとする。

 （こども施策の充実及び財政上の措置等） 

１６条　政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開

その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上

の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。



２　子どもアドボカシーとは



子どもアドボカシーとは

子どもから思いや願いを聴き、子どもが思いや願いを自分で言えるよ

うに助けたり、子どもに代わって言ったりすることを通じて、子どもの権

利（基本的人権）を守るはたらき。

そのはたらきをするひとを子どもアドボケイトという。



子どもアドボカシーが必要な理由

子どもの生活、生き方、ふるまい、学びを決めるのはおとな。

命でさえも。

子どもはおとなの許可がない限り、その思いや願いを十分に

述べて、自分に関わるいろいろな決定に関与し、影響を与え

ることはできない。

その結果、しばしば権利（基本的人権）を侵害される。

そこで子どもアドボカシーが必要になる。



＜子どもの権利条約12条＞

1　締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童
に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明
する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児
童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2　このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上
及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法
により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される
機会を与えられる。

意見表明権



子どもの権利条約第１２条の英文

Article 12

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or 
her own views the right to express those views freely in all matters affecting 
the child, the views of the child being given due weight in accordance with 
the age and maturity of the child.



日本政府報告について⽣どもの権利委員会の
総括所⽣ （⽣どもの意⽣の尊重に関するもの）

「委員会はさらに、締約国が、意⽣を聴かれる権利を⽣どもが⽣使できるようにする

環境を提供するとともに、家庭、学校、代替的養護および保健医療の現場、⽣ども

に関わる司法⽣続および⽣政⽣続ならびに地域コミュニティにおいて、かつ環境問題

を含むあらゆる関連の問題に関して、すべての⽣どもが意味のある形でかつエンパ

ワーされながら参加するこ とを積極的に促進するよう、勧告するものである。」

 （2020，翻訳⽣は平野裕⽣さんの⽣どもの権利・国際情報サイトより）

https://w.atwiki.jp/childrights/


子どもアドボカシーの６つの原則 

①エンパワメント 

②子ども主導 

③独立性 

④守秘 

⑤平等 

⑥子どもの参画 

　　　　　　　　　　　　　　　　堀正嗣さん（子どもアドボカシーの研究の第一人者）の提唱 



子どもアドボカシーサービス提供 

のための全国基準（イングランド） 
Standard 1: Advocacy is led by the views and wishes of children and young people. 

 Standard 2: Advocacy champions the rights and needs of children and young people.  

Standard 3: All Advocacy Services have clear policies to promote equalities issues 

and monitor services to ensure that no young person is discriminated against due to 

age, gender, race, culture, religion, language, disability or sexual orientation.  

Standard 4: Advocacy is well-publicised, accessible and easy to use.  

Standard 5: Advocacy gives help and advice quickly when they are requested.  

Standard 6: Advocacy works exclusively for children and young people. 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 



（続き） 
Standard 7: The Advocacy Service operates to a high level of confidentiality and 

ensures that children, young people and other agencies are aware of its 

confidentiality policies.  

Standard 8: Advocacy listens to the views and ideas of children and young people in 

order to improve the service provided. 

Standard 9: The advocacy service has an effective and easy to use complaints 

procedure.  

Standard 10: Advocacy is well managed and gives value for money 

 

 

 

 

 

 

 

National Standards  for the Provision of Children’s 
Advocacy Services

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4018893.pdf


子どもアドボケイトに必要とされる知識・技術　

Ａ　子どもアドボカシーに関する知識・技術 

１　子どもアドボカシーについての理解 
①理念（倫理を含む）／②定義／③役割／④発展／⑤種類 

２　子どもアドボカシーの技術 
①子どもとのコミュニケーションと信頼関係構築の技術／②傾聴の技術／③意見形成

支援の技 術／④意見表明支援の技術／⑤代弁･仲介の技術／⑥職員との関係形成の

技術／⑦ジレンマへの対処技術／⑧終結の技術／⑨個人情報保護の技術／⑩危機的

状況への対処の技術／⑪非指示型 アドボカシーの技術 

３　子どもの権利についての理解 
①子どもの権利条約・障害者権利条約等の国際法

②こども基本法・児童福祉法･児童虐待防止法・障害者差別解消法等の国内法 



（続き）

Ｂ　児童福祉に関する知識・技術 

１　児童福祉制度についての理解 

①児童福祉制度と児童相談所の役割／②児童福祉施設の役割／③施設養護の理解

／④里親養育 の理解、⑤権利擁護と苦情解決の仕組み 

２　子どもの理解とコミュニケーション 

① 社会的養護児童についての理解／②被虐待児についての理解／③障害児について

の理解

 

 

 

 

子どもの権利擁護に関するワーキングチームの資料（堀正嗣さん提出）



アドボケイト養成の手順
（子どもアドボカシー研究会）

　　ダウンロードはこちらから

https://adv-kenkyukai.jimdofree.com/app/download/12985719126/2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E9%A4%8A%E6%88%90%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E5%8F%97%E8%AC%9B%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf?t=1656458898


日本の子どもアドボカシーの経過

2009年　堀さん・栄留さんにより、イギリスの子どもアドボカシーが紹介される
2011年
大阪で、イギリスのアドボカシー研究者ジェーン・ダリンプルさんと実践者ヒラリー・
ホーランさんの講座
2013年 
「堀正嗣編　子どもアドボカシー実践講座」(解放出版社）出版 

「子どもアドボカシー研究プロジェクト」(座長：堀正嗣）、施設における調査・研究等

2016年
地域子どもアドボケイト養成講座修了
2017年～
福祉型障害児施設、児童養護施設での訪問アドボカシー試行、実践開始

2020年 
NPO子どもアドボカシーセンターOSAKAと子どもアドボカシー研究会、設立



３　児童福祉法の改正と子どもアドボカシー（2022
年）

こちらのサイトもご覧ください。

https://koad-new-law.net/


改正児童福祉法(2022)の子どもの意見表明権に
関する規定

１　意見聴取等措置（33条の3の3）

２　意見表明等支援事業（6条の3第17項）

３　都道府県の、意見表明等支援事業が着実に実施されるよう必

要な措置を実施する努力義務（３３条の６の２）　 



＜児童福祉法33条の3の3＞

都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる場合においては、児童の最善

の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、

あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他

の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならな

い。ただし、・・・。

１ 第26条第1項第2号の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しく

は他の措置に変更する場合措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止

し、若しくは他の措置に変更

意見聴取等措置



（続き）

２ 第27条第1項第2号若しくは第3号（里親委託、児童養護施設入所）若

しくは第2項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若し

くは他の措置に変更する場合

３ 第28条第2項ただし書の規定に基づき第27条第1項第3号の措置の

期間を更新する場合

４ 第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を行う場合又はこれ

を解除する場合



意見表明等支援事業

＜児童福祉法第6条の3第17項＞

この法律で、意見表明等支援事業とは、

第33条の3の3に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の

同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第

27条第1項第3号の措置その他の措置が採られている児童その

他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、

児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他

これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、

これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他

の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をい

う。



都道府県の、意見表明等支援事業が着実に実施されるよ

う必要な措置を実施する努力義務

＜３３条の６の２＞　

都道府県は、児童の健全な育成及び措置解除者等の自立に資するため、そ

の区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及

び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めな

ければならない。



（続き）

＜第３４条の７の２＞

第１項　都道府県は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業

又は意見表明等支援事業を行うことができる。

第２項　国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらか

じめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事

業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができ

る。



４　家庭環境で育つ権利と里親



⽣どもの権利条約が定める
⽣どもの養育・ケアに関する子どもの権利

１ ⽣どもの養育者の責任と養育者への国の⽣援（18条） 
２ ⽣どもに対するあらゆる暴⽣などの禁⽣（19条） 
３ 養育者がいない、または養育者の養育を受けることが最善の利益に

反する場合の、⽣どもが国に特別の保護と⽣援を求める権利（20条） 
４ 養⽣縁組が⽣どもの最善の利益にかなっていること（21条） 
５ ケア、保護、治療のため家庭から引き離された⽣どもの、取り扱いや

環境が適切か、定期的にチェックを受ける権利（25条） 
６ 暴⽣などの被害を受けた⽣どもが回復し、社会で⽣活できるよう、健康

で、⽣尊⽣と尊厳をもって⽣活する権利（39条）



＜子どもの権利条約　前文＞

子どもは「家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の

中で成長すべき」

＜同　18条＞

父母・・は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任。（1
項）

締約国は、・・父母及び法定保護者が児童の養育についての責任

を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与える・・。

（2項）

子どもは家庭環境で



親子分離が必要な場合

＜同　9条1項但書＞ 

権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある

法律及び手続に従い、その分離が児童の最善の利益のために必

要であると決定する場合は、（親子分離が行われる）。

このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合（な

ど）の場合において必要となることがある。



代わりの養育を受ける権利

＜同　20条1項＞

一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善

の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が

与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。

＜同条2項＞

締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保す

る。



子どもの権利条約を念頭に行わ
れた2016年の児童福祉法改正

＜児童福祉法　3条の2但書＞

・・児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境そ

の他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又

は適当でない場合（要保護児童）にあつては

児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育

されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当で

ない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育さ

れるよう、必要な措置を講じなければならない。



厚⽣労働省：児童相談所運営指針（2020年） 
79ページ以下 



里親とは

＜児童福祉法　６条の４＞　

一　厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者（都道

府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労

働省令で定める要件を満たす者に限る。）のうち、第三十四条の十九に規定する養育里

親名簿に登録されたもの（以下「養育里親」という。）

二　・・・養子縁組によつて養親となることを希望する者（都道府県知事が厚生労働省令

で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。）のうち、・・・養子縁組里親名簿に

登録されたもの（以下「養子縁組里親」という。）

三　・・・要保護児童を養育することを希望する者（当該要保護児童の父母以外の親族で

あつて、厚生労働省令で定めるものに限る。）のうち、都道府県知事が第二十七条第

一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの



里親委託率の推移

新しい社会的養育ビジョンの策定は平成29年(2017年)



新しい社会的養育ビジョン(2017年)で示された工程

愛着形成に最も重要な時期である3歳未満については概ね5年以内に、

それ以外の就学前の子どもについては概ね 7年以内に里親委託率

75%以上を実現し、

学童期以降は概ね10年以内を目途に里親委託率50%以上を実現す

る。

施設での滞在期間は、原則として乳幼児は数か月以内、学童期以降は

1年以内。(特別なケアが必要な学童期以降の子どもであっても3年以内

を原則とする。)

(2019年4月厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課資料から)



里親の役割と責務

子どもには、「家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気

の中で成長す」る機会を持つ権利がある。里親には、家庭環境を

持てない子どもに対し「家庭環境」を提供し、「幸福、愛情及び理

解のある雰囲気の中で成長す」る機会を提供する役割と責務が

ある。

里親は憲法、子どもの権利条約、子ども基本法、児童福祉法に基

づいて設けられた国、地方公共団体のこども施策を担うもの。な

すべきことの大枠は決められている。



子どもの権利(人権)を学び
子どもアドボケイトを活用する

そこで、里親が、提供する家庭環境において子どもの権利を実現するために

は、以下の二つが大事。

１　子どもの権利（特に子どもの権利条約）を学び実践する。

２　子どもアドボケイトを活用することを通じて、子どもの思いや願いを聴くととも

に、自分が子どもの思いや願いを聴いているかを振り返る。


